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第１章  環境基本計画の基本的事項 
 

 

１ 計画策定の背景 

中野市は、市の中央を南北に流れる千曲川や支流の夜間瀬川、斑尾川、市の北にそびえる

高社山や斑尾山など水や緑に恵まれた豊かな自然が広がるまちです。 

この恵まれた自然環境を守り、より良い状態で将来世代へ引き継いでいくために、中野市

環境基本条例に基づき、平成20年３月に「中野市環境基本計画」（以下、「前計画」という）

を策定し、各種の取組を進めてきました。 

前計画策定から10年が経過し、この間も環境問題は、地球規模で深刻化が進み、加えて東

日本大震災に起因する放射性物質による環境汚染やエネルギー問題など新たな環境問題に

も直面しています。 

このような状況のもと、これまで以上に環境に配慮した行動が必要となることから本計画

を策定します。 

 

２ 計画策定の目的 

本計画は、中野市環境基本条例に掲げた３つの基本理念の実現をめざして、本市の環境の

保全を市民・事業者・市が協力して総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画です。 

 

 

 

 

中野市環境基本条例の基本理念 

１ 環境の保全は、市民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将来 

にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、すべての者の公平な役割分担のもと、環境への負荷の少ない持続的な 

発展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行われなければな 

らない。 

３ 環境の保全は、地域の環境が地球環境に深くかかわっていることを認識して、すべて 

の事業活動及び日常生活において地球環境の保全に資するよう行われなければならない。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は「中野市環境基本条例」に基づき策定するものであり、本市における環境の保全

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画です。 

国・県の法律・条例及び関連計画並びに市の最上位計画である「第２次中野市総合計画」

をはじめとして、本市が策定している構想・計画等と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、平成30年度から平成39年度までの10年間とし、「第２次中野市総合計画」

と連携して計画を進めます。 

また、社会情勢や本市を取り巻く環境の変化に対応するため、必要に応じて見直しをしま

す。 

 
 

年度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 

 

環境基本 

計   画 

             

前計画 
本  計  画  期  間 

（必要に応じて見直し） 

次
期
計
画 

              

総合計画 

             

第２次基本構想（10年間） 

次期計画 前期基本計画（６年間） 後期基本計画（４年間） 

          

              

連携 

整合 

  
 環境関連個別計画 

環境保全に関する施策・事業 

実施計画 毎年ローリング（３年間） 

市の各種計画、 

取組 
第２次中野市 

環境基本計画 

第２次中野市総合計画 

整合 

国・県の法律・条例など 

・環境基本法 

・長野県環境基本条例 

・環境基本計画  等 

中野市 

・中野市環境基本条例 
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５ 計画の範囲 

本計画の対象範囲は、中野市全域とします。ただし、市域を超えて取り組む必要性がある

課題については、国・県・近隣市町村との連携を視野に入れて進めます。 

また、対象とする環境の範囲は、循環型社会、生活環境、自然環境、地球環境の分野を対

象とするとともに、環境教育や市民・事業者・市が協働した環境保全活動など、環境に関連

を持つ分野も対象とします。 

 

計画の対象範囲 

区  分 対    象 

環境教育・協働推進 環境学習、環境保全活動 など 

循環型社会 廃棄物、資源循環、不法投棄、環境美化 など 

生活環境 公害、上下水道、緑化、景観 など 

自然環境 農地、森林、生物多様性 など 

地球環境 地球温暖化、エネルギー、交通 など 
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第２章   中野市の環境の現状 
 

 

１ 中野市の概要 

 

（１） 位置・地勢 

本市は長野県の北東部に位置し、東西約11km、南北約16kmで、面積は112.18km2です。 

北は飯山市、木島平村、南は小布施町、高山村、東は山ノ内町、西は長野市、信濃町、飯綱

町に接しています。市役所の位置は、東経138度22分、北緯36度44分、標高は367ｍです。 

市のほぼ中央を千曲川が蛇行しながら北に流れています。北東には高井富士とも呼ばれる

高社山（1351.5m）、北西には斑尾山（1381.8m）がそびえています。この２つの山裾や東部の

山地を背景とする地域、千曲川の河岸段丘や夜間瀬川が形成した扇状地に集落が形成され、

中野扇状地には市街地が広がっています。 

高社山は、「たかやしろ」と呼び親しまれ、古くから信仰の対象にもなっています。その裾

野を夜間瀬川が「十三崖」を形成し、北へ流れ、千曲川に合流しています。 

斑尾山は、手のひらを広げたような５つの尾根からなっており、この間に４つの谷と多く

の沢が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

長野県 
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（２） 人口 

本市の平成27年国勢調査による人口は43,909人、世帯数は15,296世帯で、１世帯当たりの

平均人数は2.87人でした。平成22年の国勢調査と比較すると、人口は1,729人(3.8％)の減少、

世帯数は204世帯（1.4％）の増加でした。 

国立社会保障・人口問題研究所が、平成25年12月に発表した、「日本の地域別将来推計人口

–平成22（2010）～52（2040）年（平成25年３月推計）」では、平成52（2040）年の中野市の

人口は34,787人となり、平成22（2010）年より10,851人（23.8％）減少すると推計されてい

ます。                         

  

人口・世帯数の推移および人口推計値 

 

（資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成25年３月推計）） 

 

 

（３） 産業 

平成27年の国勢調査における本市の

産業３区分別の就業者数は、第１次産業

23.8％、第２次産業23.5％、第３次産業

52.8％でした。平成22年と比較すると、

第１次産業、第２次産業が減少し、第３

次産業が増加しています。 

 

 

 

 

                                                      

                                      産業３区分別就業者数 

                                                         （資料：国勢調査） 

12,030 
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（15.7%） （18.4%） （21.1%） （23.5%）
（25.6%） （29.4%） （31.7%） （33.2%） （34.5%）

（35.8%）
（37.6%）

（0.2%）
46,468 47,529 47,845 46,788 45,638 43,909

42,481 40,681 38,786 36,832 34,787
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（４） 土地利用 

地目別面積は、田が約16％、畑が約35％、山

林が約30％、宅地が約14％となっています。田、

畑は減少し、宅地が増加する傾向となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                地目別面積の推移 

                         （資料：中野市の統計） 

  
 

  

1,122 

1,116 
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秋の高社山 

さくらんぼ狩りを楽しむ 
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２ 環境の現状・課題 

 

（１） 環境教育・協働推進 

 

■ 環境学習の実施 

市内の各小中学校では、教科学習や児童・生徒会活動において、ごみ拾い、アルミ缶回

収、花壇づくり、栽培活動などの環境学習が実践されています。 

また、家庭を対象としたものとしては、水辺の生き物や川の汚れを観察し、自然環境保

全の重要性を考えることを目的に自然観察会「千曲川ラフティング」を毎年開催している

ほか、公民館における講座では、親子で様々な自然体験を行う機会として、親子体験教室

「あるある探検隊」などを実施しています。 

 

 
 

 
  

自然観察会「千曲川ラフティング」 

親子体験教室「あるある探検隊」 
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■ 信州中野環境祭 

市では、市民の皆さんに環境保全や環境問題などについて楽しみながら知っていただく機

会として「信州中野環境祭」を開催しています。会場には、事業者や市民団体などによる環

境に関する出展のほか、環境にやさしい製品の展示販売や各種体験コーナーなどが設けられ

ます。 

   

 

 

■ 情報発信 

市では、環境問題などに関する市民の皆さんの関心を高めるため、広報紙や市公式ホーム

ページなどにより環境に関する情報を提供したり、市の施設見学のコースに東山クリーンセ

ンターや下水道汚泥堆肥化施設などを組み入れ実施しています。また、環境基本計画に基づ

いた取組や計画の進捗状況などをまとめた「中野市環境白書」を毎年作成し公表しています。 

 

       

  

楽しいエコカーの運転体験 間伐材を使った木工工作 

広報なかの、中野市環境白書は、市公式ホームページ（http//www.city.nakano.jp/）でご覧いただけます。 
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（２） 循環型社会環境 

 

■ ごみの減量化・資源化 

ごみの排出量 

ごみの排出量は、平成20年度からほぼ横ばい

傾向となっています。 

平成28年度の「市民１人当たりのごみ排出量」

は、304kgで、平成18年度との比較では、16.1％

減少しています。 

 

                                                  

                                                             

ご

ごみの排出量の推移 

                   （資料：環境課） 

ごみの資源化 

平成28年度のリサイクル率は14.3％となって

おり、年々減少傾向にあります。近年、民間事業

者による資源回収が進むことにより、行政が回収

する資源物の量が減少していることが原因のひ

とつと考えられます。 

また、本市のリサイクル率は県平均23.0％（平

成27年度）と比較して低くなっています。 

 

                             リサイクル率の推移  

                              （資料：環境課）                                       

                                                                                                  

生ごみ処理機の普及促進 

生ごみの堆肥化・減量化を促進するため、市で

は、生ごみ処理機器等を購入した方に対し、補助

金を交付しています。平成28年度は31件交付しま

した。 

 

 

 

下水道汚泥の堆肥化 

市では、下水道汚泥を原料にして汚泥発酵肥料     生ごみ堆肥化機器等購入補助件数  

なかの「おすみちゃん」と「未土利（みどり）」を            （資料：環境課） 

製造・販売しています。                                                                                        

92 
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■ ごみの適正処理 

ごみの分別 

本市では、下表に示す方法でごみ・資源物の回収が行われています。 

 

ごみ・資源物の回収・処分方法 

（資料：中野市一般廃棄物処理基本計画） 

  

可燃ごみ 週2回 東山クリ-ンセンター 切断・焼却 埋立

埋立ごみ 月1回 最終処分場 埋立 埋立

空缶・金属 月2回 不燃物処理センター
選別・圧縮・
破砕

白色トレイ 月1回

紙パック 月1回

びん 月2回

ペットボトル 月2回

段ボール・新聞
紙・雑がみ・雑
誌

月2回

廃食用油 月1回 原料化

陶磁器 年3回

有害ごみ 年2回
市民大清掃日に区
毎に回収

東山クリーンセンター

処分実施者区分 収集方法 搬入先 処分方法
最終処分
方法

別に定めるごみ収
集計画により、ご
み集積場から収集

北信保健衛生
施設組合

資源化

プラスチック製
容器包装

週1回

委託業者

選別・圧縮・
梱包 指定法人

上記の回収方法と
市内スーパー等で
行う資源物日曜回
収

委託業者
古着 月1回 市内スーパー等で

行う資源物日曜回
収

選別

資源化

剪定枝 月1回

浜津ヶ池公園駐車
場で行う資源物特
別回収

破砕

浜津ヶ池公園駐車場で
チップ化し無料配布

北信保健衛生
施設組合

粗大ごみ 随時
許可業者へ委託、
直接搬入

選別・焼却
資源化、
埋立

公益法人日本
容器リサイク
ル協会

硬質プラスチッ
ク

事業系
可燃ごみ

海外へ
売却

収集
回数

随時 許可業者へ委託
選別・切断・
焼却

埋立 許可業者

東山クリーンセンター、
不燃物処理センター

東山クリーンセンター、
許可業者

市

委託業者 委託業者
年4回
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不法投棄 

山間部の道路沿いや空き地などを中心に、毎年、

市内各所で、年間30件前後の不法投棄が発見されて

います。 

投棄物は、タイヤが最も多く、テレビや冷蔵庫 

など家電製品も多く投棄されています。 

 

 

 

不

               

不法投棄発見数の推移                                                

（資料：環境課） 

 

 

 

  

不法投棄の罰則（廃棄物の処理及び清掃に関する法律） 

○個人：５年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の 

罰金、またはこれの併科   

○法人：３億円以下の罰金 

中野小学校の児童から贈呈された環境啓発ポスター 
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（３） 生活環境 

 

■ 公 害 

公害苦情の状況 

公害苦情件数は、近年、減少傾向にあり、

年間50件程度の苦情が市に寄せられます。平

成28年度の内訳では、水質汚濁に関する苦情

が最も多く、次いで、悪臭、大気汚染と続い

ています。 

 

 

 

 

 

公害苦情件数の推移 

 （資料：環境課） 

騒音・振動 

○自動車騒音 

自動車騒音の測定は、道路に面した地域において、騒音の環境基準がどの程度満足してい

るかを示す面的評価で行います。平成24年度から平成28年度において実施した測定地点にお

ける自動車騒音の測定結果では、環境基準を超過している地点はありませんでした。 

○新幹線の騒音・振動 

北陸新幹線の金沢延伸に伴い、県が実施した新幹線鉄道の騒音・振動測定では、平成27

年度・28年度とも騒音は環境基準を超過していました。 

自動車騒音測定結果 

（資料：環境課） 

昼間 夜間
昼間

（70dB）
夜間

（65dB）
昼間

（75dB）
夜間

（70dB）

一般国道292号 吉田地内 69 64 ○ ○ ○ ○

主要地方道中野豊野線 吉田地内 70 65 ○ ○ ○ ○

一般国道292号 田麦地内 68 63 ○ ○ ○ ○

一般国道403号 江部地内 68 61 ○ ○ ○ ○

一般国道292号 壁田地内 68 64 ○ ○ ○ ○

主要地方道中野豊野線 江部地内 67 61 ○ ○ ○ ○

上信越自動車道 上今井地内 51 49 ○ ○ ○ ○

一般国道403号 一本木地内 68 60 ○ ○ ○ ○

主要地方道中野豊野線 草間地内 67 62 ○ ○ ○ ○

県道中野小布施線 三好町地内 62 51 ○ ○ ○ ○

24

25

26

28

基準値等適合状況

環境基準 要請限度年度 路線名 測定地点
測定結果（dB）

27
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北陸新幹線鉄道騒音測定結果 

 

（資料：長野県） 

 

 

■ 大気環境 

大気汚染状況 

大気汚染物質には、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなど

があり、これらは、工場や自動車などから排出されるばい煙や排気ガスなどから発生し、大

気中の濃度が高くなると人の健康などに被害をもたらす場合があります。 

市内では、県により長野県中野庁舎（中央一丁目4-19）において常時測定を行っています。 

光化学オキシダントで環境基準（１時間値）を超過する日が年60日程度ありましたが、注

意報の発令には至っていません。 

 

県中野庁舎における大気測定結果 

（資料：長野県大気常時監視測定結果） 

 

  

測定値 環境基準値 測定値 指針値

H27 72 47

H28 71 47

：環境基準を超過

70以下 70以下

測定場所
地域
類型

年度
騒音（dB） 振動（dB）

中野市厚貝 Ⅰ

H22 H23 H24 H25 H26 H27

一酸化窒素 年平均値(ppm) 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 ―

二酸化窒素 年平均値(ppm) 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004
0.04～0.06

以下

浮遊粒子状物質
年平均値
(mg/㎥)

0.018 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.1以下

昼間の1時間値
の年平均値(ppm)

0.036 0.032 0.037 0.036 0.035 0.036

環境基準超過日数 60 46 70 63 67 63

ダイオキシン類
年平均値

（pg-TEQ/㎥）
0.060 0.019 0.017 0.013 0.016 0.015

1年平均値
0.6以下

－ － － － 0.41 0.30

－ － － － 0.24 0.16
アスベスト濃度 年平均値（本/㍑） ―

項　　目 評価基準（単位） 環境基準値

光化学オキシダント
1時間値
0.06以下

年　　　度
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ダイオキシン類対策 

ダイオキシン類は、炭素・酸素・水素・塩素を含む物質が熱せられるような過程で自然に

できてしまう副生成物です。現在の主な発生源は、ごみの焼却による燃焼ですが、そのほか

に、製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなど様々な発生源があります。青酸カリよ

りも毒性が強く、人工物質としては最も強い毒性を持つ物質であるといわれることがありま

すが、これは、日常の生活の中で摂取する量の数十万倍の量を摂取した場合の急性毒性のこ

とで、環境中や食品中に含まれる量は超微量なので、日常の生活の中で急性毒性が生じるこ

とはないと考えられます。 

市内では県により常時監視などを行っています。 

平成22年度から平成28年度の測定結果では、環境基準を超過している地点はありませんで

した。 

 

 

ダイオキシン類測定結果 

    (資料：長野県)  

 

排出ガス行政検査結果 

 

(資料：長野県)  

焼却能力 測定結果 排出基準
kg/h ng-TEQ/N㎥ TEQ/N㎥

H23 ㈱永井本店中野工場（栗林） 550 0.23 10 適

㈱市川商会（壁田） 1,208 0.73 1 適

ミヤマ㈱（壁田） 1,960 1.4 10 適

飯山陸送㈱ 3,400 0.86 1 適

ミヤマ㈱（壁田） 1,960 1.5 10 適

H26 ㈱永井本店中野工場（栗林） 550 0.6 10 適

ミヤマ㈱（壁田） 1,960 1.1 10 適

㈱市川商会（壁田） 1,208 0.7 1 適

H28 飯山陸送㈱ 3,400 0.23 1 適

H24

H25

H27

判定年度 事業場名称（所在地）

単位：pg-TEQ/ｇ

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

大気 長野県中野庁舎 0.060 0.019 0.017 0.013 0.016 0.015 0.011 0.6

河川 千曲川立ヶ花橋 ― ― 0.082 ― ― ― ―

地下水 長野県中野庁舎 ― ― ― ― 0.018 ― ―

底質 千曲川立ヶ花橋 ― ― 0.31 ― ― ― ― 150

豊津飯綱神社 0.31 0.018 0.012 0.011 0.018 0.013 0.012

豊津笠倉公民館
(笠倉公会堂H28～)

0.13 0.015 0.011 0.015 0.014 0.025 0.012

厚貝長丘街区公園 0.24 0.017 0.012 0.013 0.015 0.0090 0.0130

大気 0.6

1

一般環境常時監視

項目 調査地点
年度 環境

基準

産業廃棄物焼却施設周辺調査
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放射性物質 

市では、東日本大震災に起因した原子力発電所事故による放射能汚染に対して、平成23年

９月から市内の公共施設において空間放射線量測定を実施しています。 

平成28年度の測定結果をみると、すべての測定地点で、国際放射線防護委員会(ICRP)が2007

年に示した勧告による自然放射線および医療目的の放射線を除き一般公衆が1年間に浴びて

もよい被ばく限度量（1mSv/年、0.19μSv/h）を下回っています。 

また、平成24年10月から市内の学校給食センター、保育所等が子どもに提供する給食用食

材と市民が自家消費用に栽培した食材についても検査を実施し、これまでの検査結果はすべ

て不検出でした。 

 

平成28年度 市内公共施設等の空間放射線量測定結果 

 

（資料：環境課） 

 

 

 

   

 

 

 

  

測定施設 測定頻度 測定回数 測定値（μSv/h）

本庁舎

【駐車場　地上１m】

豊田支所

【駐車場　地上１m】

保育所・幼稚園・認定こども園

（市内14箇所）

【園庭　地表面】

小・中学校（市内15箇所）

【グラウンド　地表面】

２か月に1回 ６回 0.03～0.09

２か月に1回 ６回 0.03～0.08

月１回 12回 0.04～0.07

月１回 12回 0.05～0.06

違法な野外焼却 自動車騒音測定 
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■ 景 観 

地域の景観の特性や地域の自然、歴史、

文化、風土等の諸条件を踏まえて、きめ細

かくかつ総合的な景観の育成を行うため、

市内北部地域が長野県景観条例に基づく

「高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地

域」に指定されています。 

景観の育成は、市民とこの地を愛し訪れ

てくださる方々等とが協働して推進する最

も価値ある取組のひとつです。この取組に

より、私たちの心地よい暮らしを実現し、

美しく豊かな景観が次の世代へと引き継が

れることが望まれます。 

      

 

 

 

 

 

 

                                     

高社山麓・千曲川下流域景観育成重点地域 

 

■ 空家等対策 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響

を及ぼすことから、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全と空家

等の活用の促進が必要とされています。 

このため、市では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「中野市空家等対策計

画」を策定し、市内の空家等の問題解決及び発生抑制を図るため、空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に推進することとしています。 
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■ 公 園 

平成28年度末現在、本市には21箇所、40.24haの都市公園が整備されています。 

都市計画人口１人当たりの面積は約11.0ｍ2となっており、長野県平均13.5㎡（平成27年度

末）より低い値となっています。 

 

都市公園の概要 

    

 

 

   

（平成28年度末現在）

開設面積

(ha)

街区公園 15箇所 2.78

一本木公園 3.40

高梨館跡公園 1.50

地区公園 北公園 7.00

総合公園 北信濃ふるさとの森文化公園 15.48

都市緑地 夜間瀬川竹原河川公園 2.88

夜間瀬川中央河川公園 7.20

40.24

種　別 公　園　名　称

近隣公園

合　　計　　　　21箇所

街区公園： 主として街区に居住する者の利用
に供する公園。250ｍ以内の居住者

を対象、標準面積0.25ha。 
近隣公園： 主として近隣に居住する者の利用

に供する公園。500ｍ以内の居住者

を対象、標準面積2.0ha。 
地区公園： 主として徒歩圏域内に居住する者

の利用に供する公園。1km以内の居

住者を対象、標準面積4.0ha。 
総合公園： 都市住民の休養、観賞、散歩、遊

戯等の総合的な利用に供する公

園。都市の規模に応じて、面積10
～50haを標準として配置する。 

都市緑地： 都市の自然的環境の保全及び都市

景観の向上等を図る緑地。1カ所あ
たり面積0.1ha以上を標準。 

春の北信濃ふるさとの森文化公園 

バラが咲き誇る一本木公園 
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■ 水環境・水資源 

河川水質 

市では、水質に関する調査を河川26箇所、湖沼３箇所の計29箇所で行っています。 

そのうち環境基準の類型指定がされている河川において、水質汚濁の代表的な指標である

BOD（生物化学的酸素要求量）は、現在すべての地点で環境基準を達成しています。また、pH

（水素イオン濃度）、DO（溶存酸素）は基準内、SS（浮遊物質量）は概ね基準値内の数値とな

っていますが、大腸菌群数は、ほとんど基準値を超過しています。 

       

       

 

水質測定値の推移  (資料：中野市) 

 



第２章 中野市の環境の現状 

19 

上下水道 

本市の水道普及率は、97％を超えており、ほぼ市内全域に普及しています。年間の給水量

は、約485万ｍ3となっています。水源（中野市営分）は地下水が15箇所（うち山ノ内町地籍

１箇所）、表流水が１箇所（山ノ内町地籍）、伏流水が２箇所となっています。 

また、下水道等普及率は、平成28年度末現在で96.9％となっており、長野県全体より低い

値となっています。 

 

市営水道の給水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           （資料：上下水道課） 

 

 
汚水処理人口普及率 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

（資料：長野県）                             

                                    

  

3,354 3,339 3,274 3,273 3,304 3,251 3,287 3,242 3,192 3,175 3,172 

1,394 1,331 1,256 1,194 1,227 1,204 1,208 1,234 1,188 1,324 1,438 

167 166 169 177 187 196 170 177 181 185 240 

13.47 13.21 
12.87 12.72 12.93 12.71 12.78 12.75 12.50 

12.83 
13.29 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

1日あたり給水量

（千㎥）
給水量（千㎥）

家庭用 業務用 その他 平均1日当たり給水量

（単位：千㎥）

総数 家庭用 業務用 その他

H18 5,849 4,915 3,354 1,394 167 13.47

H19 5,692 4,836 3,339 1,331 166 13.21

H20 5,503 4,699 3,274 1,256 169 12.87

H21 5,519 4,644 3,273 1,194 177 12.72

H22 5,588 4,718 3,304 1,227 187 12.93

H23 5,479 4,651 3,251 1,204 196 12.71

H24 5,540 4,665 3,287 1,208 170 12.78

H25 5,566 4,653 3,242 1,234 177 12.75

H26 5,443 4,561 3,192 1,188 181 12.50

H27 5,572 4,684 3,175 1,324 185 12.83

H28 5,856 4,850 3,172 1,438 240 13.29

給水量
年度 配水量

平均1日当
たり給水量

各年度末現在

公共・特環
下水道

農業集落
排水施設等

浄化槽、
コミュニティ・
プラント

計 長野県計 全国計

H18 66.1 29.1 1.0 96.1 91.5 82.4

H19 65.5 29.4 1.4 96.4 93.1 83.7

H20 65.9 29.7 1.4 97.0 94.0 84.8

H21 66.1 29.0 1.4 96.5 94.5 85.7

H22 66.5 28.6 1.4 96.4 95.3 86.9

H23 67.7 29.1 1.4 98.1 95.9 87.6

H24 67.3 29.0 1.3 97.6 96.6 88.1

H25 67.3 27.1 1.3 95.7 96.8 88.9

H26 67.6 27.1 1.2 95.8 97.3 89.5

H27 67.8 27.1 1.2 96.2 97.4 89.9

H28 67.8 27.8 1.3 96.9 97.6 90.4

年度

普及率(%)

66.1 65.5 65.9 66.1 66.5 67.7 67.3 67.3 67.6 67.8 67.8 

29.1 29.4 
29.7 29.0 28.6 29.1 29.0 27.1 27.1 27.1 27.8 

1.0 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 

91.5 93.1 94.0 94.5 95.3 95.9 96.6 96.8 97.3 97.4 
97.6 

82.4 83.7 84.8 85.7 86.9 87.6 88.1 88.9 89.5 89.9 90.4 

0

20

40

60

80

100

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

(%)

公共・特環

下水道

農業集落

排水施設等

浄化槽、

コミュニティ・プラント

長野県計 全国計

96.1 96.4 97.0 96.5 96.4 98.1 97.6 95.7 95.6 96.2 96.9
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（４） 自然環境 

 

■ 気象 

本市の大部分は、気温の年間差が大きく、冬

季は-10℃以下にまで下がり、夏季は30℃以上に

まで上がる内陸性気候となっていますが、地域

によってかなりの違いがみられ、北部は、雪の

多い日本海側の気候の特色を示しています。積

雪量は、南北で差が大きく、集落地でも多い所

では２mを超すところがあります。 

 

 

                      

                                             気温と降水量の推移 

                                                   （資料：岳南広域消防本部） 

■ 農地・森林 

農林業 

本市の農業は、菌茸、果樹を中心に全国でも有数の園芸農業地帯となっています。農業生産

額は、付加価値を高めた施設型農業を積極的に展開し、生産性を向上させた、えのきたけ、ぶ

なしめじ、なめこ等の菌茸類が、６割程度を占め、次いで果樹栽培に適した気候を生かし、畑

地かんがい事業の推進など基盤整備に取り組んだ、ぶどう、桃、りんご等の果樹類が２割程度

を占めています。 

販売農家の経営耕地面積は、平成12年から平成27年までの間に約22％減少しました。全面積

のうち、樹園地が６割近くを占めています。                         

本市の森林面積は4,620.59haで、市全体の約41％を占めています。人工林が約54％、天然林

が約45％となっています。 

   
   販売農家の経営耕地面積の推移   

（資料：農林業センサス） 

765.5 

882.0 
963.5 984.0 956.0 

728.5 

1,041.0 

871.5 850.0 827.0 

36.7 35.6 36.1 36.1 35.7 37.1 
35.0 

37.4 36.9 37.8 

-7.5 
-10.1 

-12.0 -12.9 -11.5 
-13.2 

-11.2 -10.9 -9.4 
-11.3 

12.2 11.9 12.0 12.3 11.7 11.8 12.0 11.6 12.4 12.6 

0
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900

1,200

1,500

1,800

-20

-10

0

10

20

30

40

50

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

降水量(mm)気温(℃)

降水量 気温(最高) 気温(最低) 気温(平均)

人工林, 
2,473.49 

天然林, 
2,065.46 

針葉樹, 
2,432.80 

広葉樹, 40.69 

針葉樹, 
214.02 

広葉樹, 
1,851.44 

竹林, 1.90 無立木地, 
79.74 

総数

4,620.59
(単位：ha)

  森林面積   

（資料：長野県民有林の現況） 
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有害鳥獣 

市内における鳥獣被害で主なものは、ハク

ビシン、ツキノワグマ、イノシシ、スズメ、

タヌキ、ニホンカモシカによるもので、農作

物の食害、農地等の掘り起し、水稲の踏み荒

しなどの被害がみられます。 

平成28年度における被害面積は407a、被害

金額は7,409千円でした。 

市では、「中野市鳥獣害被害防止計画」を策

定し、市、農協、森林組合、地区の対策協議 

会、猟友会等で構成する「中野市害鳥獣対策 

協議会」により、有害鳥獣の捕獲、侵入防止 

柵の設置などを実施しています。 

  

 

 

■ 外来生物 

近年、本市においても、河川敷でのアレチウリの繁茂、ハクビシンによる農業被害など外

来生物によるかく乱などの問題が目立ってきています。これら外来生物は、もともとその地

域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことで、生態系な

どへの影響が懸念されています。 

また、アレチウリについては、毎年、駆除活動をし、生育範囲の拡大を防除しています。 

 

 

   

 

 

  

野生鳥獣による農作物の被害状況 

（資料：農政課） 

外来生物のアレチウリ アレチウリの駆除活動 

鳥獣の種類 品目

果樹 26a 1,903千円

野菜 3a 217千円

ツキノワグマ 果樹 22a 1,807千円

果樹 39a 1,468千円

稲 54a 334千円

イモ類 2a 22千円

野菜 3a 4千円

スズメ 稲 244a 988千円

タヌキ 果樹 5a 384千円

ニホンカモシカ 果樹 9a 282千円

407a 7,409千円合　　計

被害の現状(H28年度)

イノシシ

ハクビシン
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■ 天然記念物 

本市には、文化財としての天然記念物が７件（国指定１件、市指定６件）指定されています。 

国指定の天然記念物は、「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」で、夜間瀬川の崖地でチョウゲ

ンボウが繁殖している世界的にも希少な集団繁殖地です。「十三崖チョウゲンボウ応援団」が

設立され、繁殖地周辺のかん木伐採、草刈りなどの営巣環境の保全や観察会、勉強会などを行

っています。 

また、市指定の天然記念物として、市内に多々ある古くからの地域で守り伝えられてきた巨

樹のうち６件が指定されています。これらの樹種がすべて異なることは、中野市の巨樹の特色

のひとつでもあります。 

 

 

 （資料：生涯学習課） 

 

 

   

 

 

  

国指定天然記念物

名称 指定年月日 所在地 所有者

十三崖のチョウゲンボウ繁殖地 昭和28年11月14日 中野市大字深沢、竹原 中野市ほか

市指定天然記念物

名称 指定年月日 所在地 所有者

柳沢のエドヒガン 昭和59年5月29日 中野市大字柳沢 柳沢区

如法寺のイチョウ 昭和60年4月26日 中野市大字中野 如法寺

小内八幡神社社叢 平成5年4月30日 中野市大字安源寺 小内八幡神社

高井大富神社のエノキ 平成14年3月1日 中野市大字大俣 大俣区

永江諏訪神社巨樹 昭和57年11月1日 中野市大字永江 永江諏訪神社氏子総代

盛隆寺のイチイ 平成16年3月31日 中野市大字間山 宗教法人 盛隆寺

飛翔するチョウゲンボウ チョウゲンボウの観察会 
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（５） 地球環境 

 

■ 地球温暖化 

本市における平成26年度の温室効果ガス排出量は、約327千t-CO2でした。部門別では、民

生部門が約146千t-CO2、運輸部門が約115千t-CO2、産業部門が約63千t-CO2でした。 

 

      部門別二酸化炭素排出量の現況推計値 

                    （資料：環境省簡易マニュアルによる算定） 

  

市の事務事業による二酸化炭素排出量 

市では、市が直接行っている事務・事業等を対象に「中野市地球温暖化防止実行計画」（平

成28～32年度の５か年計画）を策定し、二酸化炭素排出量の削減に努めています。平成28年

度における市の事務事業による二酸化炭素排出量は、約9,832ｔ-CO2で、計画の基準年度（平

成26年度）より0.1％増加しました。排出要因の内訳は、電気が71.6％、灯油が19.6％、A重

油が3.9％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化炭素排出量の推移                       排出要因内訳 

（資料：環境課）                          （資料：環境課） 

（計画目標） 
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■ 再生可能エネルギー 

市では、住宅用太陽光発電システムの設置費用、ペレットストーブ等の購入費用に対し、

補助金を交付しています。太陽光発電システムについては、補助を開始した平成21年度から

平成28年度までの累計は609件、2,845kwとなっています。 

また、市内の公共施設へも新エネルギー設備が導入されています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

太陽光発電システムへの補助件数-最大出力              ペレットストーブ等への補助件数 

（資料：環境課）                 （資料：農政課） 

 
 
 

市内公共施設の新エネルギー設備導入状況 

 
（資料：長野県「長野県内の新エネルギー設備導入状況」に追加・改変） 

  

エネルギー種別 事業主体名 施設名称 導入時期 設備概要 利用形態 使用対象（用途）

太陽光発電 中野市
中野市防災行政無線屋
外子局（中野市間山）

2003.2 最大出力：108W 電力
防災行政無線屋外放送
施設

廃棄物熱利用 中野市
中野市晋平の里間山温
泉公園　ぽんぽこの湯

2010.3 バイオマス温水ボイラー 熱 灯油ボイラーの補助

廃棄物熱利用 中野市
中野市斑尾高原体験交
流施設　まだらおの湯

2012.3 バイオマス温水ボイラー 熱 灯油ボイラーの補助

廃棄物熱利用 中野市
中野市豊田温泉公園
もみじ荘

2012.3 バイオマス温水ボイラー 熱 灯油ボイラーの補助

太陽光発電
＋風力発電

中野市 長丘小学校 2012.8
風力発電機　定格出力400Ｗ　1基
太陽電池　1枚、LED照明　1台

電力
自然エネルギーや環境
に関する学習

太陽光発電
＋地中熱利用

中野市 さくら保育園 2013.3
ソーラー街路灯2基、樹脂製熱交
換パイプ130m埋設

電力・熱
街路灯、保育室の室温
調整

太陽光発電
＋地中熱利用

中野市 ひまわり保育園 2015.3
太陽光発電約15ｋW、径350mm管
108m埋設

電力・熱
施設内電力、保育室の
室温調整

最大出力：890kW、焼却炉、廃熱

ボイラー（常用圧力：22㎏/㎝2、
蒸気温度：240℃、最大蒸気量：
9,840㎏/h、熱回収量：
13,450Mcal/h）

電力・冷暖房
及び給湯融雪

ﾌﾟﾗﾝﾄ施設内の電力、施
設外の農村環境改善ｾﾝ
ﾀｰ、道路融雪に使用
し、余剰電力は売電

廃棄物発電
＋コージェネ

北信保健衛生
施設組合

東山クリーンセンター
1998
2017
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■ 交 通 

自動車保有台数 

市内の自動車保有台数は、平成27年度時

点で、41,140台となっており、平成19年度

より771台、1.9％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

市内自動車保有台数 

（資料：北陸信越運輸局長野支局） 

鉄道交通 

鉄道は、北陸新幹線が平成27年３月に延伸

し、隣市の飯山市に飯山駅が開業しました。

在来線では、ＪＲ飯山線と長野電鉄長野線が

運行しています。ＪＲは２駅（上今井、替佐）、

長野電鉄は５駅（桜沢、延徳、信州中野、中

野松川、信濃竹原）あります。市内駅での１

日当たりの乗車人数は、2,200人程度となっ

ています。 

 

                                                                       

１日当たり乗車人員の推移 

    （資料：政策情報課、JR東日本HP、長野電鉄㈱、長野県統計書） 

 

ＪＲ飯山線 
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バスの状況 

バスは、廃止路線代替バスが３路線（立ヶ花線、菅線、合庁線）、長電バス直営路線が３路線

（永田線、上林線、中野木島線）、コミュニティバス（ふれあいバス）が３地域（倭・科野地区、

間山線、豊田地域）、デマンドタクシー（お出かけタクシー）が１エリア運行しています。 

 

 

 

 

電気自動車用充電設備 

市内にある電気自動車用の充電設備（急速・普通充電器）は、自動車販売店など14箇所に

設置されています。公共施設では、「道の駅ふるさと豊田」および「信州中野観光センター」

に設置されています。 

 

 

 

  

ふれあいバス間山線 

電気自動車用充電設備（道の駅ふるさと豊田） 
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めざす環境像 

第３章   計画のめざすもの 
 

 

１ めざす環境像 

「めざす環境像」は、本計画を実践していくことにより、将来の中野市がどのような環境

のまちとなることをめざすのかを示しています。 

中野市の恵まれた自然環境を守り、将来に継承していく、また、環境を良くしていくため

の変化をめざす、その決意表明をし、自ら行動をはじめることを環境像の理念（考え方）と

し、「めざす環境像」は、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 第３章 
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２ 基本目標 

「めざす環境像」を実現するために、５つの目標を定め取組を推進していきます。 

 

 

 

 

基本目標Ⅰ  みんなで学び、行動するまちにします 

  

みんなが環境に関心を持ち、中野市の良好な環境を将来世代に継承

するために、協力しながら環境について学習し、実践していくまちを

つくります。 

 

基本目標Ⅱ  ごみを減らし資源を大切にするまちにします 

 

 

 

 

これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から循環型の社

会へと転換し、資源の無駄遣いをなくすとともに、ごみのないきれい

なまちをつくります。 

 

基本目標Ⅲ  安全・安心で快適に暮らせるまちにします 

  
水質汚濁や悪臭、騒音などの公害がなく、緑が豊かで水が清らかな

安心して暮らせるまちをつくります。 

 

基本目標Ⅳ  豊かな自然を守り育てるまちにします 

  
農地や森林が農林業の場として、また多面的機能を発揮する場とし

て活かされ、生物の多様性が確保されるまちをつくります。 

 

基本目標Ⅴ  地球環境にやさしいまちにします 

  
これまでのライフスタイルを見つめ直し、省エネルギーの推進、再

生可能エネルギーの利用などで、地球温暖化防止の取組を進めるまち

をつくります。 
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３ 施策の体系 

めざす環境像を実現するための取組について、以下の体系で進めていきます。 

 
 

         
めざす 
環境像 

緑豊かなふるさとを共につくるまち なかの 

         

         
目  標   取 組 方 針  取 組 事 項 

         

目標Ⅰ 

みんなで学び、 

行動する 

まちにします 

   01 環境について知って、 

学んで、行動しよう 
 (1) 環境教育・環境学習の推進 

    (2) 環境情報の収集・発信 

       
   02 みんなで協働して環境を 

良くしよう 
 (1) 環境活動の支援 

    (2) 市民・事業者・市が協働した 

環境保全活動の推進         
         

       (1) ごみの減量化の推進 

目標Ⅱ 

ごみを減らし 

資源を大切にする 

まちにします 

   03 ごみを減らし資源を大切

にしよう 
 (2) 資源循環の推進 

    (3) ごみの適正処理の推進 

     (4) 食品ロスの減量化推進 

       

   04 ごみのないきれいなまちに 

しよう 
 (1) 不法投棄・ポイ捨て対策 

      (2) 環境美化の推進 

         

     05 公害のない安全なまちに 

しよう 
 (1) 監視測定の実施 

目標Ⅲ 

安全・安心で 

快適に暮らせる 

まちにします 

    (2) 公害等の発生の防止対策 

       

   06 緑の多いやすらぎのある 

まちにしよう 
 (1) 緑化の推進 

    (2) 景観の保全・創出 

       

     
07 水環境を良くしよう 

 (1) 水環境の保全 

      (2) 適正な排水処理の推進 

         

     08 農地・森林を保全し自然 

豊かな環境を確保しよう 
 (1) 農地の保全・管理 

目標Ⅳ 

豊かな自然を 

守り育てる 

まちにします 

    (2) 森林の保全・管理 

     (3) 有害鳥獣対策の推進 

       

     (1) 自然環境の調査・保全 

   09 多種多様な動植物が生息・

生育できる環境を保全しよう  
 (2) 外来生物対策の推進 

      (3) 自然環境を活かした観光、 

教育等の推進         
         

目標Ⅴ 

地球環境に 

やさしい 

まちにします 

   10 地球にやさしいライフ 

スタイルへ転換しよう 
 (1) 省エネルギー・省資源の推進 

    (2) 低炭素型の交通環境の推進 

       

   11 環境にやさしいエネルギー

利用を進めよう 
 (1) 再生可能エネルギー導入の 

推進      
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実 践 編 
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第１章   具体的な取り組み 
 

 

個別目標、取組方針ごとに、課題、数値目標、市の推進する取組、市民・事業者の推進する

取組を示します。 

 

目標Ⅰ みんなで学び、行動するまちにします 

 

 環境について知って、学んで、行動しよう 

 

◆ 現状と課題 

中野市の環境をより良い状態で将来世代へ引き継いでいくためには、一人ひとりが環境の

現状と課題を知り、環境に配慮した行動を実践することが大切です。市では、学校における

授業や市民講座・イベントなどを通じて、市の自然や環境問題について体験し、学ぶ機会を

提供しています。また、「中野市環境白書」や広報紙、市公式ホームページなどにより、環境

情報を発信しています。 

環境問題は多岐にわたることから、様々な世代で、より一層の環境教育・環境学習を進め

ることが必要であり、そのためには、自然観察会、体験教室などで講師や指導者となる人の

確保・育成が必要です。 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

環境に関する体験活動を実施する

団体数 
80％ 83％ 85％ 

【子ども地域活動促

進事業】 

十三崖チョウゲンボウ探鳥会等の開

催 
年２回 年３回 年３回  

十三崖チョウゲンボウ応援団ニュー

スレターの発行 
年３回 年４回 年４回  

自然環境に関する講座、施設見

学、イベント等の開催 
年30回 年30回 年30回  

環境に関するSNS投稿 年35件 年50件 年70件  

広報紙への環境に関する記事掲載 年11回 年15回 年15回  

自然環境関係書籍の収蔵数 1,101点 1,236点 1,371点  

 第４章 

１ 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 環境教育・環境学習の 

推進 

◇ 子ども地域活動促進事業での花の植栽、野菜栽培、資源回

収及び清掃活動の体験活動を周知、紹介します。（子育て

課） 

◇ 「（仮称）中野市こども環境白書」を作成し、小学５年生の環

境学習の副読本として配布します。（環境課） 

◇ 消費者の会と共催で、会員及び市民の消費生活に係る意識

の高揚を図るため、消費生活講演会を開催します。（市民

課） 

◇ 児童生徒による環境調査や体験学習など、教科や課外活

動における環境教育プログラムを支援します。（学校教育課） 

◇ 十三崖チョウゲンボウ探鳥会・十三崖チョウゲンボウ応援団

勉強会を開催します。（生涯学習課） 

◇ 次代を担う子どもたちのために、自然体験の講座を開催しま

す。（中央公民館） 

◇ 地域学習の課題として、「環境」をテーマとした講座を開催し

ます。（中央公民館） 

◇ 自然と触れ合い、自然の大切さを知り環境問題に関心を持

てる講座を実施します。（北部公民館） 

◇ 公民館の講座として、野鳥の観察会等を実施し、身近な自

然の大切さを学びます。（豊田公民館） 

◇ 中野市環境祭に併せて、自然環境に関する書籍の紹介コー

ナーを設けます。（図書館） 

◇ 図書館まつりにおいて、「古本市」を行います。（図書館） 

◇ 鳥・植物の観察等の野生生物への理解を深める講座を実施

し、展示等を通じて市民に還元します。（博物館） 

(2) 環境情報の収集・発信 ◇ インターネットをはじめ様々な情報媒体で、環境学習やエコ

活動についての情報発信を行います。（庶務課） 

◇ 食の安心・安全に資するため、食品の放射性物質検査を行

い、的確な情報提供を推進します。（市民課） 

◇ 十三崖チョウゲンボウ応援団ニュースレターの発行やホーム

ページの更新を行います。（生涯学習課） 

◇ ホタルの住めるような水環境に思いを馳せる「ふるさとのホタ

ルを楽しむ会」を実施します。（中央公民館） 

◇ 自然環境関係書籍の収蔵を進めます。（図書館） 
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市民・事業者に望まれる取組 

 

 
市 民 

◇ 環境に関する情報を収集し、行動する。 

◇ 家庭や地域で環境問題を考える機会をつくり、実践する。 

◇ 専門的な知識や技術を持っている人は、情報を積極的に発信する。 

事業者 

◇ 従業員に対する環境教育を進める。 

◇ 環境への負荷が小さい製品や環境に関する技術など、情報を積極的に発信す

る。 

◇ 情報・知見を積極的に収集・活用し、事業による環境への負荷を低減する。 

◇ 施設見学や講師の派遣など、環境学習に協力する。 

 

 

 

 
  

自然とふれあう公民館講座 

野鳥観察会 
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目標Ⅰ みんなで学び、行動するまちにします 

 

 みんなで協働して環境を良くしよう 

 

◆ 現状と課題 

環境を良くしていくためには、それぞれの実施主体が連携・協働して環境への取組を進め

ることが必要です。市では、事業者や市民団体などと協力し、環境保全や環境問題について

楽しみながら知っていただく機会として「信州中野環境祭」を毎年開催するなどの取組を行

っています。市民・事業者・行政がそれぞれの役割について認識を深め、ともに行動できる

枠組みを推進していく必要があります。 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

NPO等の活動内容や支援に対す

る情報発信回数 
年２回 年３回 年４回 

 

市内に事業所のある環境分野で

活動するNPO等法人数 
１団体 ２団体 ３団体 

 

国際規格 ISO等取得支援補助金

の交付件数（累計） 
35件 41件 46件 

 

駅駐輪場数 ８件 ８件 ８件  

 

 

 

  

２ 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 環境活動の支援 ◇ NPO等の自立的な活動などを支援するため、助成情報や支

援情報について提供します。（市民協働推進室） 

◇ NPO等が取組んでいる活動内容などについて、情報発信を

行います。（市民協働推進室） 

◇ 十三崖チョウゲンボウ応援団の活動を支援します。（生涯学

習課） 

(2) 市民・事業者・市が協働

した環境保全活動の推進 

◇ 中野市の自然環境から地球環境に至る環境問題や環境保

全全体について周知・啓発をするため、事業者や団体を募り

イベントを開催します。（環境課） 

◇ 国際規格ISO等を取得した中小企業に対し、補助金交付要

綱の規定により補助金を交付します。（営業推進課） 

◇ 通勤者のための駅駐輪場の整理整頓など適正な管理を行

います。（営業推進課） 

◇ 河川愛護団体に補助金を交付することにより、市民の環境

美化意識の高揚に努めます。（道路河川課） 

 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 市 民 
◇ 市民・事業者・市が協働で行う環境保全活動に積極的に参加する。 

◇ 市民同士や事業者との交流を深め、積極的に活動する。 

事業者 

◇ 市民の活動を支援するために、情報、活動の場所や機材、資金等の提供をす

る。 

◇ 市民・事業者・市が協働で行う環境保全活動に積極的に参加する。 

◇ 事業者同士や市民との交流を深め、積極的に環境保全の事業活動や地域活

動を行う。 
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目標Ⅱ ごみを減らし資源を大切にするまちにします 

 

 ごみを減らし資源を大切にしよう 

 

◆ 現状と課題 

本市の一般廃棄物は、「中野市一般廃棄物処理計画」により処理対策が進められています。

市内のごみの発生量は、近年、横ばい傾向にあることから、削減に向けた取組を行う必要が

あります。民間事業者による資源回収も進んでいますが、更なるリサイクルを進めるため、

資源となる物の分別周知や、新たな資源となる物の回収方法などの検討が必要です。また、

食べ残しなど食べられる状態にもかかわらず廃棄される「食品ロス」の削減も課題となって

います。 

 

 

 

平成26年度の推計では、日本国内における年間の食品廃棄量は、食材消費全体の３割に

あたる約2,775万トンとなっており、このうち、売れ残りや期限を超えた食品、食べ残し等、

本来食べられたはずの「食品ロス」は約621万トンで、そのうちの半数近くの約282万トン

が家庭から排出されています。 

食品ロスの内訳 

 

（資料：政府広報を改変）  

 

 

 

  

区　分 食品ロスとなっているもの 発 生 量

定番カット食品や期限を超えた食品などの返品

製造過程で発生する印刷ミスなどの規格外品

新商品販売や規格変更に合わせて店頭から撤去された
食品

期限を超えたなどで販売できなくなった在庫　など

客が食べ残した料理

客に提供できなかった仕込み済みの食材　など

調理の際に食べられる部分を捨てている

食べ残し

冷蔵庫などに入れたまま期限を超えた食品　など

合　計 約621万トン

食品メーカー

約339万トン小売店

レストラン等の
飲食店

家　庭 約282万トン

食品ロス 

３ 

コラム 
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◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

ごみの排出量 13,233ｔ 13,219ｔ 13.207ｔ  

生ごみ堆肥化機器等設置件数

（累計） 

354件 504件 629件  

リサイクル率 14.3％ 15.0％ 17.0％  

 ※リサイクル率：資源物÷ごみの総排出量 

 

 

◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) ごみの減量化の推進 ◇ 広報なかのや市公式ホームページで、ごみの減量化に関す

る広報、啓発を行います。（環境課） 

◇ 生ごみ堆肥化機器等の購入費用を助成します。（環境課） 

◇ 保育所では日々の保育活動の中で、子どもたちと一緒に正し

いごみの分別に取り組みます。（保育課） 

(2) 資源循環の推進 ◇ 資源物の収集と再資源化を推進するため、資源物の日曜回

収、特別回収を実施します。（環境課） 

◇ 小型家電や金属製品など不燃性粗大ごみの再利用（リユー

ス）に向けた研究を行い、循環型社会の構築をめざします。

（環境課） 

◇ 保育所から排出される廃油（食用油）の処理について委託

業者を通じてリサイクルします。（保育課） 

◇ 下水道等の汚泥を堆肥化します。（上下水道課） 

(3) ごみの適正処理の推進 ◇ ごみカレンダーを年ごとに、ごみ分別冊子を５年ごとに作成

し、配布します。（環境課） 

(4) 食品ロスの減量化推進 ◇ 関係団体と協力し、フードドライブ事業を実施します。（環境

課） 

◇ 災害時等の備蓄食料等について、定期的な更新時にフード

バンクへの提供を促します。（環境課） 

◇ 広報なかのや市公式ホームページで、食品ロスの減量化に

関する広報、啓発を行います。（環境課） 
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環境省や長野県では食品ロスを減らすために、「残さず食べよう！30・10（さんまる いちまる）

運動」を展開しています。 

飲食店での会食、宴会時には、 

1 注文の際に適量を注文しましょう。 

2 乾杯後 30 分間は席を立たず料理を楽しみましょう。 

3 お開き前 10 分間は自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。 

家庭では、 

1 毎月 30日は、冷蔵庫クリーンアップデー 

冷蔵庫の賞味期限・消費期限の近いものや野菜・肉等の傷みやすいものを積極的に使用し、

冷蔵庫を空にしましょう。 

2 毎月 10日は、もったいないクッキングデー 

特に、今まで食べられるのに捨てられていた野菜の茎や皮等を活用して子どもといっしょに

料理をするもったいないクッキングを実施しましょう。 

 

 

 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 「もったいない」の心掛けを大切にする。 

◇ 買い物には買い物袋を持参する。 

◇ 地域やスーパーなどでの資源物回収を利用する。 

◇ ごみの分別排出を徹底する。 

◇ 生ごみ堆肥化機器を活用し、生ごみの堆肥化や減量化を進める。 

◇ 冷蔵庫の在庫管理をし、買い物は消費できる量だけにして、廃棄する食料品を

少なくする。 

◇ 食材を使い切るように、調理方法やメニューを工夫する。 

◇ 料理を余分に作らず、食べ残しをしないように心掛ける。 

◇ ものを大切に使い、必要なものを選択して購入する。 

事業者 

◇ 事業活動に伴うごみは適正に排出・処理する。 

◇ 書類関係のペーパーレス化を推進する。 

◇ 買い物袋持参、包装の簡素化、量り売りなどにより、容器包装を減らす。 

◇ 計画的、効率的な製造、販売などの取組で、廃棄される商品、原材料を減ら

す。 

◇ 飲食店での宴会時などの際は、30・10運動の導入を検討する。 

◇ ドギーバッグ（持ち帰り容器）の導入を検討する。 

◇ 在庫商品や印字ミス商品などの食品を提供するフードバンク活動に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム 
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目標Ⅱ ごみを減らし資源を大切にするまちにします 

 

 ごみのないきれいなまちにしよう 

 

◆ 現状と課題 

市では、環境公害防止指導員、衛生自治会、市職員などにより、不法投棄防止パトロール

を実施していますが、山間部の道路沿いや空き地などを中心に、市内各所で年間30件前後の

不法投棄が発生しています。不法投棄やごみのポイ捨てについては、市民の関心も高いため、

啓発活動やパトロールなどの取組をさらに進めるとともに、地域住民が中心となって、環境

美化を進められる体制を整備していくことが必要です。 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

不法投棄発生件数 年25件 年20件 年20件 【総合計画】 

不法投棄及び野外焼却防止 

早朝・夜間パトロール実施回数 
年16回 年20回 年20回  

ポイ捨て防止看板の設置・管理 ７箇所 ７箇所 ８箇所  

商工業施設の美化 年８件 年８件 年８件  

登山道整備回数 年２回 年２回 年２回  

東山公園整備清掃 年３回 年３回 年３回  

公衆トイレ清掃 年10回 年10回 年10回  

高丘工業団地内緑地の草刈り 年１回 年１回 年１回  

 

  

４ 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 不法投棄・ポイ捨て対策 ◇ 不法投棄と野外焼却を防止するため、毎年２回の監視強化

月間に、早朝と夜間のパトロールを実施します。（環境課） 

◇ 空き缶やタバコなどのポイ捨てを防止するため、周知・啓発

を行います。（環境課） 

◇ 幹線道路で常習化している空き缶などのポイ捨てを防止す

る目的で看板を設置します。（環境課） 

◇ 観光施設などの美観を保つことで、ポイ捨てゼロ環境をめざ

します。（営業推進課） 

(2) 環境美化の推進 ◇ 公衆衛生思想の普及と各区衛生組織により、公害を未然に

防止し健康で清潔な生活環境の保全を図ります。（環境課） 

◇ 公共の場所での喫煙による他人への迷惑を防止するため、

喫煙マナーと環境美化の周知・啓発を行います。（環境課） 

◇ 観光地や観光施設周辺の清掃などを各種団体に業務委託

し、環境美化に努めます。（営業推進課） 

◇ 観光施設、商工業施設などの施設内及び施設の清掃などを

行い、環境美化を進めます。（営業推進課） 

◇ 工業団地内の緑地の草刈りを実施し、環境の美化を進めま

す。（営業推進課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 廃棄物、資源物はごみステーションに出すなど、適正に処理する。 

◇ 不法投棄を見つけた場合は、関係機関に連絡する。 

◇ 自宅周辺や所有地（管理地）などの適正管理に努め、不法投棄されにくい環境

をつくる。 

◇ ポイ捨てしない、ペットの飼育や散歩などでマナーを守るなど街の美化に努める。 

◇ 地域の清掃活動などに積極的に参加する。 

事業者 

◇ 産業廃棄物を自らの責任において適正に処理する。 

◇ 不法投棄を見つけた場合は、関係機関に連絡する。 

◇ 事業所、店舗、所有地などの周辺を定期的に清掃するなど適切に管理し、不法

投棄されにくい環境をつくる。 

◇ 地域の清掃活動などに積極的に参加する。 
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目標Ⅲ 安全・安心で快適に暮らせるまちにします 

 

 公害のない安全なまちにしよう 

 

◆ 現状と課題 

市で受けた公害苦情件数は、減少傾向ですが、年間50件程度あり、水質汚濁、悪臭、大気

汚染への苦情が多くなっています。 

現在、本市では大きく問題となるような公害は発生していませんが、環境基準を超過する

項目が測定されることもあります。公害による被害の低減、発生の未然防止のため、継続し

て水質、大気、騒音、ダイオキシン類、空間放射線量などの各種監視測定を行う必要があり

ます。また、新たな公害の発生、問題の顕在化に対応できるよう、最新の情報・知見を収集

し、情報を提供していくことが必要です。 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

環境公害防止指導員委嘱数 14人 14人 14人  

公害苦情件数 年48件 年30件 年30件 【総合計画】 

ＢＯＤ値が２㎎/ℓ以下（年平均）の

河川の数 
19河川 24河川 24河川 【総合計画】 

自動車騒音（面的評価）の環境基

準達成状況 
99.3％ 95％以上 95％以上  

高丘工業団地内工場排水水質検

査 
年６回 年６回 年６回  

 

  

５ 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 監視測定の実施 ◇ 危険物貯蔵施設の管理を適正に行います。（財政課） 

◇ 空間放射線量の現状を把握するため、市役所本庁舎、豊田

支所、保育所、小中学校等で測定を実施します。（環境課） 

◇ 公害による被害の低減のため、水質検査や騒音測定を実施

します。（環境課） 

◇ 浄水場発生土の放射能測定を行います。（上下水道課） 

(2) 公害等の発生の防止 

対策 

◇ 環境公害指導員が担当地区を巡回し、公害の早期発見・解

決に努めます。（環境課） 

◇ 廃棄物が適正に処理されるよう、県と連携して立入・監視・

指導を行います。（環境課） 

◇ 工業団地内の中小企業から出る工場排水について水質検

査を実施し、公害防止を進めます。（営業推進課） 

◇ 河川などの水質浄化のため、下水道等による水洗化や浄化

槽の整備を進めます。（上下水道課・環境課）   

 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 騒音や騒音、悪臭など近隣に迷惑がかからないようにする。 

◇ 違法な野外焼却は行わない。 

◇ 灯油タンクなどを適正に管理し、油漏れによる流出事故防止に努める。 

◇ 公害の発生が懸念される行為を見つけた場合は、関係機関に連絡する。  

事業者 

◇ 法令を遵守し、公害の未然防止に努める。 

◇ 設備の改善などにより、事業による環境への負荷を低減する。 

◇ 設備を適正に管理し、燃料の流出などが発生しないようにするとともに、発生を

想定した準備をする。 
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目標Ⅲ 安全・安心で快適に暮らせるまちにします 

 

 緑の多いやすらぎのあるまちにしよう 

 

◆ 現状と課題 

中野市は、唱歌「故郷」で謳われている日本の原風景となる田園や山麓の景観が広がって

います。また、公園や街路樹などの街中の緑の空間は、やすらぎをもたらすとともに生物の

生育・生息環境の提供などの役割を担っています。市内においても、小中学生や市民団体に

よる花壇づくりや緑化活動が行われていますが、これからも「緑豊かなふるさと」をめざし、

より一層の緑化活動を推進し、中野市らしい景観を保全、創出していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

2017年に東洋経済新報社が発表した「住みよさランキング2017」で、中野市は全国43位に、 

長野県内では１位になりました。｢住みよさランキング｣は、公的統計に基づき、それぞれの 

市が持つ都市力を、「安心度」「利便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の５つに分類 

し、ランク付けしたものです。「安全・安心で快適にくらせるまち」であることも、住みよさ 

の一つの指標になりそうです。 

 

 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

森林面積 4620.59ha 4620.59ha 4620.59ha  

花苗の支給 
年121団体 

年62,336株 

年120団体 

年60,000株 

年120団体 

年60,000株 
 

景観・美化の推進のための 

イベントの実施 
年３回 年３回 年３回  

 

 

６ 

住みよさランキング 2017 で全国 43 位に コラム 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 緑化の推進 ◇ 緑化苗木頒布会を開催し、各家庭の緑化を推進します。

（農政課） 

◇ 希望する団体へ花苗を支給し沿道の空地緑化を図ります。

（都市計画課） 

◇ 「花のまちづくりボランティアの会」と協働で、花や緑づくりへの

諸活動の意識の高揚を図ります。（都市計画課） 

(2) 景観の保全・創出 ◇ 景観づくり団体等と協働し、景観育成に対する市民の意識高

揚のためのイベントを実施します。（都市計画課） 

◇ 国指定天然記念物「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」の保全

整備を行います。（生涯学習課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 家の庭やベランダなどでの植栽や鉢植え、生け垣の設置など、家庭での緑化を

推進する。 

◇ 公園や街路樹などの手入れに協力する。 

◇ 住宅を建設する際は、周囲と調和する形や色にする。 

◇ 地域の景観を保全・創出するために、地域住民で話し合いをし、景観育成住民

協定を締結するなど、ルールづくりをする。 

事業者 

◇ 工場、事業所などの敷地内に植栽をする。 

◇ 地域の緑化、景観の保全・創出活動に参加・支援する。 

◇ 建物や看板など、法令を順守し、周囲と調和する形や色にする。 

 

 

 

 

 

長野県には、大自然や四季の彩りを感じる風景、地域や地形によって異なる農作物の風景、 

地域の風土に馴染んだ建造物など、魅力あふれる農村風景があります。この「信州らしさ」 

や「ふるさと」を実感できる風景である「ふるさと信州風景100選」に、中野市から「斑尾の 

麓」と「延徳田んぼ」の２箇所が選ばれています。 

 

ふるさと信州風景 100 選 コラム 
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目標Ⅲ 安全・安心で快適に暮らせるまちにします 

 

 水環境を良くしよう 

 

◆ 現状と課題 

地下水などの水資源は、水道水や工業・農業用水などとして利用され、生活や産業を支え

ているため、これからも安全で安心できる水源を確保していく必要があります。 

生活排水処理については、下水道などの整備が進み、着実に普及していますが、下水道の

供用区域でも未接続の世帯があることから、接続率の向上が求められます。 

また、下水道の処理区域外では、合併処理浄化槽の設置を促進し、生活排水の適正処理を

図ります。 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

浄化槽設置整備事業補助件数 １基 ４基 ４基  

底抜き工法で施工した道路側溝

の延長距離 
L=130m L=20m L=20m  

路面排水のための側溝に設置した

浸透枡の箇所数 
４箇所 ２箇所 ２箇所  

雨水貯留施設設置補助件数 年３件 年６件 年６件 【総合計画】 

下水道普及率 

公共・特環 67.8％ 67.8％ 74.6％  

農集 27.8％ 26.2％ 19.6％  

浄化槽 1.3％ 2.5％ 2.5％  

下水道水洗化率 
公共・特環 88.1％ 91.2％ 93.1％  

農集 83.2％ 89.5％ 94.5％  

  ※下水道普及率：公共下水道（公共）、特別環境保全公共下水道（特環）、農業集落排水（農集） 

             の区域内人口÷市の総人口、浄化槽による処理人口÷市の総人口 

   下水道水洗化率：公共、特環、農集の水洗化人口÷区域内人口 

  

７ 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 水環境の保全 ◇ 浄化槽の適正な維持管理について広報等で周知を行いま

す。（環境課） 

◇ 水源施設およびその周辺の環境保全に努めます。（上下水

道課） 

(2) 適正な排水処理の推進 ◇ 浄化槽設置事業補助金により、合併処理浄化槽の設置促

進を図ります。（環境課） 

◇ 路面の雨水排水用の道路側溝の一部を地質の状況に応じ

て底抜きにし、地下浸透させます。（道路河川課） 

◇ 路面排水のための側溝に浸透枡を設置し、地下浸透させま

す。（道路河川課） 

◇ 雨水貯留施設の設置費用を補助します。（上下水道課） 

◇ 水洗化を促進します。（上下水道課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 節水を心掛ける。 

◇ 周辺の草刈りをするなど、水辺とふれあえる環境を整える。 

◇ 下水道整備地域では、下水道本管への接続を進める。 

◇ 浄化槽を適正に管理する。 

◇ 下水処理に負担がかからないよう、流し台から油などを流さないようにする。 

◇ 洗剤は適量を使用する。 

◇ 灯油タンクを適正に管理・利用し、流出させないようにする。 

◇ 雨水貯留タンクなどを設置し、雨水を庭木への水やりなどに使用する。 

事業者 

◇ 水道水源付近での開発・工事は、環境に十分配慮する。 

◇ 節水型の設備を導入する。 

◇ 中水（雑用水）の利用を進める。 

◇ 敷地内の駐車場で、雨水が浸透するよう配慮する。 

◇ 下水道への接続、浄化槽の適正な管理を行う。 
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目標Ⅳ 豊かな自然を守り育てるまちにします 

 

 
農地・森林を保全し自然豊かな環境を 

確保しよう 

 

◆ 現状と課題 

本市の農業は、菌茸、果樹を中心に全国でも有数の園芸農業地帯となっていますが、販売

農家の経営耕地面積は、平成12年から平成27年の間に約22％減少しています。農地や森林に

は、農作物や木材などの生産のほか、洪水防止、水源涵養、土砂流出防止、生態系保全とい

った多面的機能があるので、機能の維持のため、農地・森林を適正に保全・管理していくこ

とが必要です。 

 

 

 

 

農地や森林は、農作物や木材等の生産の場としてだけではなく、国土の保全、水

源の涵養、自然環境の保全等、さまざまな機能を有しており、これらを「農地・森

林の多面的機能」と言います。 

 

1.洪水を防ぐ機能 7.生きもののすみかになる機能 

2.土砂崩れを防ぐ機能 8.農村の景観を保全する機能 

3.土の流出を防ぐ機能 9.文化を伝承する機能 

4.川の流れを安定させる機能 10.癒しや安らぎをもたらす機能 

5.地下水をつくる機能 11.体験学習と教育の機能 

6.暑さをやわらげる機能 12.その他の機能※ 

    ※その他の機能として、医療・介護・福祉の場としての機能があります。 

  

農業・森林の多面的機能 

８ 

コラム 
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◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

保育所給食における地域食材 

の日 
年８回 年８回 年８回  

学校給食における地元農作物 

使用割合 
63.1％ 65.0％ 65.0％  

中山間地域において集落協定を

締結した集落数 
13集落 13集落 13集落 【総合計画】 

遊休荒廃農地面積 569ha 563ha 558ha 【総合計画】 

人・農地プラン参加者（中心経営

体）数 
215人・団体 275人・団体 325人・団体  

森林経営計画を認定した件数 ７件 10件 14件  

環境保全型直接支払交付金事業

への取組組織数 
２組織 ２組織 ２組織  

ふるさと納税寄附金の農産物の返

礼品件数 
年22,000件 年22,000件 年22,000件  

 

 

◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 農地の保全・管理 ◇ 地元で生産された農作物を給食の食材として積極的に使用

し、地産地消を推進します。（保育課、学校給食センター） 

◇ 農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、農用地を

維持・管理していくための農業生産活動を支援します。新た

に協定締結の希望があれば、協定締結へ向けてのサポート

を行います。（農政課） 

◇ 農地の再生を行う方に対し、再生作業及び再生後の営農に

関する経費を支援します。再生が可能と考えられる遊休荒

廃農地については、農業委員会と連携し、農地再生に向け

たマッチングなどを進めます。（農政課） 

◇ 農業従事者の高齢化、後継者不足、遊休荒廃農地の増加

といった、人と農地の問題を解決するための未来の設計図と

なる「人・農地プラン」を活用し、中心経営体（各地域におい

て今後の農業を牽引していく中心となる経営体）への農地中
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間管理事業を利用した農地集積などにより、遊休荒廃農地

の解消及び未然防止を図ります。（農政課） 

◇ 自然環境の保全に資する農業の生産方式（有機農業など）

を導入した農業生産活動を実施する農業者団体を支援しま

す。（農政課） 

◇ 信州なかの産の農産物をふるさと納税寄附者への返礼品と

することで、農地の適正な管理と国土の保全、水源の涵養、

自然環境の保全など農業の持つ多面的機能の維持増進を

図り、農業振興に寄与します。（営業推進課） 

(2) 森林の保全・管理 ◇ 森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう計画的

かつ適切な森林整備の推進を図るため，森林整備に関する

地域活動を行う事業者を支援します。（農政課） 

(3) 有害鳥獣対策の推進 ◇ 有害鳥獣対策を推進するため、中野市農作物害鳥獣駆除

推進協議会を中心に関係する団体と連携し、対策に取り組

みます。（農政課） 

◇ 有害鳥獣による農作物被害を防止するため、農地へ電気柵

を設置する農業者を支援します。（農政課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 地元で生産された農作物を積極的に購入する。 

◇ ふれあい農園の利用を進める。 

◇ 地域材を積極的に活用する。 

◇ 屋外に生ごみを放置しないなど、野生鳥獣が近づきにくい環境をつくる。 

◇ 住宅の新築や増改築の際は、市内産、県内産の木材を活用する。 

事業者 

◇ 有機栽培・低農薬栽培を進める。 

◇ 遊休荒廃農地とならないように適正に管理する。 

◇ 管理が可能な場所では、素掘り水路を保全する。 

◇ 間伐材の利用を進める。 

◇ 建物の建築や工事などに、市内産、県内産の木材を活用する。 

◇ 森林施業計画に基づいた、施業・管理を行う。 

◇ 野生鳥獣との生活圏を明確に区分できるよう農地周辺の手入れを行う。 

◇ ジビエを使用する料理の提供を検討する。 
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目標Ⅳ 豊かな自然を守り育てるまちにします 

 

 
多種多様な動植物が生息・生育できる環境を 

保全しよう 

 

◆ 現状と課題 

本市は、豊かな自然があり、それに対応した多種多様な動植物が生息・生育していますが、

近年、外来生物による生態系のかく乱などの問題が顕在化し、自然環境の悪化などが懸念さ

れています。生物多様性が確保されるよう、動植物の生息・生育状況や生態を把握し、適切

な保全対策を行うとともに、外来生物への対応などが必要です。 

 

 

 

   

   私たちが生物多様性を基盤とする生態系から得ている恵みのことを「生態系サービス」と 

言い、この生態系サービスは「供給サービス」、「調整サービス」、「文化的サービス」、「基盤 

サービス」の４つに分類されます。この生態系サービスを維持するためには、生物多様性を 

確保することが必要とされています。 

 

1) 供給サービス  

  食料、燃料、木材、繊維、薬品、水など、人間の生活に重要な資源を供給するサービス 

2) 調整サービス 

 森林による気候の緩和、洪水の防止、水の浄化など、環境を制御するサービス 

  3) 文化的サービス 

 精神的充足、宗教・社会制度の基盤、レクリエーションの機会などを与えるサービス 

  4) 基盤サービス  

    光合成による酸素の生成、土壌形成、水循環など他のサービスを支えるサービス 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

アレチウリ駆除の実施 年５回 年５回 年５回  

十三崖チョウゲンボウ応援団かん

木伐採作業の実施 
年２回 年２回 年２回  

９ 

生物多様性と生態系サービス コラム 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 自然環境の調査・保全 ◇ 「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」モニタリング調査（行動観

察、餌量推定）を実施します。（生涯学習課） 

◇ 「十三崖のチョウゲンボウ繁殖地」環境生態調査（行動圏お

よび利用環境の解明）を実施します。（生涯学習課） 

(2) 外来生物対策の推進 ◇ 生態系や人への被害を及ぼすおそれのある特定外来生物

に対し、必要に応じて防除等を実施します。（環境課） 

◇ 広報なかので、アレチウリの駆除についての情報を周知しま

す。（環境課） 

◇ アレチウリの駆除を実施し、在来生物など生態系への影響を

抑制します。（道路河川課） 

◇ ハリエンジュ、ニワウルシを対象とした十三崖チョウゲンボウ応

援団かん木伐採作業を実施します。（生涯学習課） 

(3) 自然環境を活かした 

観光、教育等の推進 

◇ 環境保全の重要性を感じてもらうため、千曲川をラフティン

グボートで下る自然観察会を実施します。（環境課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 自然環境の保全活動や自然観察会に積極的に参加する。 

◇ 野生の動植物とふれあえる機会を創出する。 

◇ 地域外から持ち込んだ動植物は最後まで責任を持って飼育・栽培し、野外に逸

出して地域の生態系に悪影響を及ぼさないようにする。 

◇ 外来生物については、法令にのっとった取扱いをする。 

事業者 

◇ 自然環境の保全活動や自然観察会に積極的に参加・支援する。 

◇ 敷地内にビオトープを設けるなど、生物が生育・生息できる場を保全・創出する。 

◇ 動植物の販売は、生態系への影響を考慮し、販売先にも注意を促す。 

◇ 自然体験、農業体験などを観光に取り入れたツアーの企画を検討する。 

 

 

 

 

環境省では、国土全体の生物多様性を保全するうえで重要な里地里山（人と生きものの暮ら 

しが交わる豊かな環境）を500箇所選びました。中野市からは永江地区の大平山等一帯の里山 

が選ばれました。地域の宝として豊かな里地里山が守り継がれていくことが望まれます。 

重要里地里山 500 コラム 
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京都議定書の達成状況（排出量のみ、%）

森林等吸収源・京都メカニズムクレジットを加味した達成状況（%）

京都議定書目標値(%)

京都議定書目標値とその達成状況（2008～2012年平均 （※森林等吸収源、京都メカニズムクレジットを加味））

目標Ⅴ 地球環境にやさしいまちにします 

 

 地球にやさしいライフスタイルへ転換しよう 

 

◆ 現状と課題 

温室効果ガス排出量の増加により地球温暖化が進行し、市民生活への影響が顕在化してき

ているなかで、市民の地球温暖化への関心は高くなっています。市民のさらなる行動に結び

つくような誘導・啓発が必要であるとともに、気候変動の影響への適応について、情報収集

を進め、対策を検討することが必要となってきます。さらに現実の課題解決に向け持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）の考え方を反映させることが求められています。 

また、自家用車の利用頻度が高くなる地域特性のなかで、公共交通の利便性を高め、利用

を増やすための取組を継続することが必要です。 

 

 

世界各国の京都議定書の第一約束期間（2008～2012年）の目標値と達成状況を下図に示します。

森林吸収源、京都メカニズムクレジットを加味すると、すべての参加国が目標を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都議定書目標値と達成状況   （資料：国立環境研究所） 

 

日本の温室効果ガス排出量は2008年の世界金融危機に 

より2009年まで大きく減少しましたが、景気の回復、および、

2011年の東京電力福島第一原子力発電所の事故により原子力

発電が停止したことから増加しました。2014年からは減少して

います。 

京都議定書の第一約束期間では、6％の削減目標に対し森林

吸収源対策等を含め、8.4％削減を達成しています。 
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世界、日本の温室効果ガス排出量 
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百万t-CO2換算

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 代替フロン等4ガス

1,321
1,362

1,4051,387
1,351

1,301
1,248

1,324

1,409
1,374

1,393

1,266

日本の温室効果ガス排出量の推移 （資料：環境省） 

コラム 
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2015年９月、国連で先進国と開発途上国が共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標 

として持続可能な開発のための2030アジェンダ（「2030アジェンダ」）が採択されました。 

2030アジェンダは、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）として17のゴール（目標）と169の 

ターゲットが掲げられ、世界全体の経済、社会及び環境の三側面を、不可分のものとして調和 

させる統合的取組として作成されました。 

 

「持続可能な開発目標」における17のゴール（目標） 

 

 

 

◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

市の事務事業で排出される二

酸化炭素の総排出量 

 

9,832ｔ-co2 

 

9,233ｔ-co2 

（H32） 

５か年計画の 

ためH38に 

設定予定 

【中野市地球温暖

化防止実行計画】 

（H28～32） 

  

持続可能な開発目標（SDGｓ） 

（資料：国際連合広報センターホームページ） 

コラム 
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◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 省エネルギー・省資源の 

推進 

◇ 公用車の車両整備・定期点検などを実施することにより適正

な車両管理を行います。（財政課） 

◇ 環境に配慮した公用車の導入を行います。（財政課） 

◇ 市が行うあらゆる活動において、温室効果ガスの排出削減に

向け環境に配慮した取組を行います。（環境課） 

(2) 低炭素の交通環境の 

推進 

◇ マイカー通勤から鉄道・バスなど公共交通への切り替え及び

エコ通勤の促進を図るため、利便性の高い公共交通網の確

立に取り組みます。（政策情報課） 

 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 

市 民 

◇ 住宅の新築・増改築時には断熱性、気密性の向上など、省エネルギーにつなが

る工法を検討する。 

◇ 省エネルギーを意識して、ふだんの生活を送るよう心掛ける。 

◇ 冷蔵庫、テレビ、照明など、買い換え時は、消費電力の少ない製品を購入する。 

◇ 近くへの移動の際は、徒歩による移動を心掛けるなど、マイカーの利用から、徒

歩・自転車・公共交通機関の利用に積極的に転換する。 

◇ パークアンドライド、デマンドタクシーなどを活用し、公共交通の利用を促進する。 

◇ 自動車を購入するときは、ハイブリッド車や電気自動車などの次世代自動車や燃

費性能の高い車両の購入を検討する。 

◇ エコドライブを心掛ける。 

事業者 

◇ 事業所でのクールビズ・ウォームビズへの取組や冷暖房温度の適正設定など、

省エネルギーの取組を推進する。 

◇ 省エネルギー型機器の導入を推進する。 

◇ エコオフィス活動を実践する。 

◇ 事業所の温室効果ガス排出量を把握し、目標を設定して削減への取組を推進

する。 

◇ 省エネルギー診断やＥＳＣＯ事業の導入を検討する。 

◇ ノーマイカー通勤やエコ通勤を推進する。 

◇ フロン排出抑制法にのっとり、製造・管理・回収・破壊を行う。 
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目標Ⅴ 地球環境にやさしいまちにします 

 

 環境にやさしいエネルギー利用を進めよう 

 

◆ 現状と課題 

東日本大震災に起因する原発事故や地球温暖化の影響により、エネルギーに対する状況が

大きく変化しています。市においても、公共施設への新エネルギー設備の導入や住宅用太陽

光発電システム設置、ペレットストーブ等の購入に対する支援により、再生可能エネルギー

の利用を促進しています。また、今後も市の気候や地形、産業などの条件や効率性、費用面

などを考慮し、再生可能エネルギーを利用したまちづくりを促進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

2011年の東日本大震災以降、日本は「エネルギー自給率の低下」などの課題に直面しています。 

課題を克服するために、国民一人ひとりが現状を知り、エネルギー問題を考えることが重要です。 

日本のエネルギー自給率は６％程度であり、海外から輸入される石油・石炭・天然ガスなど 

  の化石燃料に大きく依存しています。日本の再生可能エネルギー（水力を除く）の比率は4.2％ 

（2014年）と、更なる導入拡大が求められています。    
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原子力とエネルギー問題 コラム 

 

日本の一次エネルギー供給構成 

（資料：資源エネルギー庁） （資料：IEA 「WORLD ENERGY BALANCES 2016」） 

 ） 
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◆ 成 果 目 標 

 

環境面での指標 現状値（H28） 中間目標(H34) 計画目標(H39) 備 考 

住宅用太陽光発電システム

設置件数・出力量（累計） 

609件 

2,845kw 

850件 

3,970kw 

1,025件 

4,790kw 
 

再生可能エネルギーを導入

した公共施設（累計） 
７箇所 ８箇所 10箇所  

 

◆ 具体的な取組内容 

 

市が推進する取組 

 

 

(1) 再生可能エネルギー 

導入の推進 

◇ 住宅用太陽光発電システムの設置費用を補助します。（環

境課） 

◇ 公共施設へ再生可能エネルギーを率先して導入し、普及・

啓発を図ります。（環境課） 

◇ 市内に多く賦存するバイオマスや豪雪地帯として雪の利活用

について研究し、再生可能エネルギーへの導入を検討しま

す。（環境課） 

◇ バイオマスを活用した事業の実現可能性調査をもとに、事業

化に向けた支援を行います。（農政課） 

 

市民・事業者に望まれる取組 

 

 市 民 
◇ 住宅への再生可能エネルギー設備の導入を検討、推進する。 

◇ 薪ストーブやペレットストーブの導入を検討する。 

事業者 
◇ 事業所などへの再生可能エネルギー設備の設置を推進する。 

◇ 使用済みきのこ培地や果樹の剪定枝などを燃料として使用する。 

 

    

再生可能エネルギーを導入した公共施設（ひまわり保育園） 環境にやさしいペレットストーブ 
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第２章   計画の推進と進行管理 
 

 

１ 計画の推進体制 

めざす環境像を実現するためには、「市民・事業者・市」がそれぞれの役割を認識し、環境

保全活動に取り組み、相互に連携・協働しながら計画を推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

諮問・意見聴取 

答申・提言等 

中野市環境審議会 

 第５章 

連携・協力 

連携・協力 

連携・協力 

市  民 

役 割 

◆日常生活における環境配慮 

◆環境保全活動への参加 

◆環境情報の発信 

◆行政・事業者への意見・提言 

事 業 者 

役 割 

◆事業活動における環境配慮 

◆環境保全活動への参加・協力 

◆環境情報の発信・提供 

◆行政への意見・提言 

国・県・他市町村 

広域的連携 

連携  協力 

行  政 

役 割 

◆施策の実施及び推進 

◆実施施策の効果検証 

◆事務事業の見直し 

◆次年度施策の計画 

◆環境情報の発信・提供 

◆各種施策相互の連携 

及び調整 

◆実施状況の把握 

環 境 課 
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２ 計画の進行管理の方法 

計画の進行管理は、「ＰＤＣＡサイクル」を用いて把握し、定期的な点検・評価を行います。 

また、把握した施策の実施状況などは、環境白書（年次報告書）として取りまとめ、公表

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action（見直し） 

・目標、取組の見直し 

・必要に応じた計画本体の見直し 

継続的な改善 

Plan（計画） 

・各主体の取組の設定 

・見直し結果を受けた取組の検討 

Check（点検・評価） 

・実施状況の把握、評価 

・環境白書(年次報告書)の作成・公表 

Do（実行） 

・各主体の取組の実行 


